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３月の保健センター�
健康ガイド�
内　容� 日　　時� 対　象　者� 摘　　　　要�

わくわくあそび�

母 乳 相 談� 乳幼児と親または家族�

相談内容：助産師による母乳に関する相談、乳房マッ�
　　　　　サージ、家族計画となります�
持 ち 物：母子手帳、タオル３枚�
身長・体重測定もできます�

３月22日(木)�
受付 午前９：30～10：00

子育て教室� ３月13日(火)�
受付 午前10：00～10：15 平成23年６月、７月生まれ�

親子で手遊びや歌遊びを楽しみながらお母さんの仲�
間作り　申込は不要�
持ち物：母子手帳�

３月11日(日)�
　　24日(土)�
時間 午前10：00～11：30�
　　 午後 １：00～ ３：00

健康相談のある人�
母子手帳の交付：妊婦�
保健センターで遊びたい人�

（３/11は事業の都合で遊びにご利�
用出来ません。ご了承下さい）�

《土日開催》�
健 康 相 談�
母子手帳交付�

（保健センター開放日）�

健康相談内容：子育てに関すること�
　　　　　　　健康管理に関すること�
　　　　　　　（身体計測、尿検査、血圧測定等）�
　　　　　　　その他健康に関すること�
相談員 : 保健師・栄養士・看護師�
母子手帳の交付：妊娠届出書が必要�
保健センターの開放日です。遊びにご利用ください。�
（利用時間⇒午前９時～午後５時）�

※日程が変更になる場合があります。平成23年度吉岡町けんこうガイドや町ホームページも
あわせてご覧ください。なお、２月の予定は広報１月号12ページをご覧ください。
※会場は全て保健センターです。

１歳６ヵ月～未就学児と保護者�
就学前に必要な集団遊びやリズム遊びをします�
申込は不要�

３月27日(火)�
時間 午前10：00～11：00�
♪必ず10時までに集合�

持ち物：母子手帳、記入済みの健診アンケート�
　　　 （すこやか手帳内）�
　　　　歯ブラシ（10～11カ月児）�

乳 児 健 診� ３月２日(金)�
受付 午後１：00～１：30

分娩予定日が��
平成24年６月～９月の妊婦と�
その家族�

受講希望者は、電話にて７日前までにお申込みくだ�
さい。��
ご都合がつきましたら、両学級ともセットでご参加�
ください。�

３月９日(金)�
時間 午前10：00～午後4：30

３月11日(日)�
時間 午後1：30～午後4：30

　3～ 4ヵ月児　平成23年11月生�
10～11ヵ月児　平成23年 ４月生�

持ち物：母子手帳、記入済みの健診アンケート�
　　　 （すこやか手帳内）歯ブラシ�１歳６ヵ月児健診� ３月21日(水)�

受付 午後１：00～１：30 平成22年８月、９月生まれ�

マタニティー学級�

パパ ・ ママ学級�

インフルエンザ予防の、おやくそく�

さんの み や �じ ん  じ ゃ � か ぐ ら�だ い  だ い � さ ん  ら く  こ う �

『三宮神社太々神楽三楽講』�

とびらき�

ひ る こ � て ん こ �

あまのうきはし�

　三宮神社は、750年（天平勝宝２年）に創祀されたとの伝承を持つ
古名社で、伊香保神社（上野国三宮）の里宮ともいわれています。�
　三宮神社に伝わる太々神楽は、一時途絶えた期間もありました。
その後、地元有志により昭和その後、地元有志により昭和22年復活されて以降年復活されて以降60年余りにわた年余りにわた
り伝承される芸能です。吉岡町教育委員会は、町で唯一伝承される
貴重な神楽として、平成23年11月29日付けで町重要無形文化財に
指定しました。�
　神楽の演目には、「戸開の舞」、「天浮橋の舞」など日本国の成
り立ちに係るものや「蛭児の舞」、「天狐の舞」など農業と深い関
わりを持つ舞があり、その内容や舞う姿は大変見事で興味深いもの
です。�
　神楽は、毎年４月の第１日曜日に開催される三宮神社春祭で奉納
されています。�
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